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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月23日(2009.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
被写体を照射するＬＥＤ光源と、
　被写体を撮影する撮影レンズと、
　上記撮影レンズを介して得られた上記被写体の像信号を撮像する撮像手段と、
　上記撮像手段によって得られた画像を表示する画像表示手段と、
　上記撮像手段によって得られた像信号の画像のうち、上記ＬＥＤ光源によって照射され
た被写体のうち照射の効果がない部分を除く像信号の画像、または、上記撮影レンズ周辺
部による性能の落ちた部分を除く像信号の画像を囲む枠を上記撮像手段によって得られた
像信号の画像に合成して上記画像表示手段に表示する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
被写体を撮影する撮影レンズと、
　上記撮影レンズを介して得られた上記被写体の像信号を撮像する撮像手段と、
　上記撮像手段によって得られた像信号を表示する画像表示手段と、
　上記撮像手段によって得られた像信号のうち、上記撮影レンズの周辺部を介して得られ
る像信号を囲む枠を上記撮像手段によって得られた像信号に合成して上記画像表示手段に
表示する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
被写体を撮影する撮影レンズと、
　上記撮影レンズを介して得られた上記被写体の像信号を撮像する撮像手段と、
　撮像手段によって得られた像信号を表示する画像表示手段と、
　上記撮像手段によって得られた像信号と、上記撮影レンズの周辺部を介して得られる像
信号を囲む枠内の像信号とを上記画像表示手段に併せてマルチ表示する表示制御手段と、



(2) JP 2008-85524 A5 2009.9.10

　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
被写体を照射するＬＥＤ光源をさらに有し、ＬＥＤ光源によって枠内の像信号に対応する
被写体部分を照射することを特徴とする請求項２または３記載の撮像装置。
【請求項５】
上記撮影レンズの周辺部を介して得られる像信号が、上記撮像レンズの収差、上記撮影レ
ンズの周辺光量落ち、ＬＥＤ光源からの照射の不均一性のいずれかの影響を受けたもので
あることを特徴とする請求項４記載の撮像装置。
【請求項６】
像信号が画像処理されて記録される記録手段をさらに有し、枠内における上記撮像素子の
隣接した画素どうしを加算して得た像信号が上記記録手段に記録されることを特徴とする
請求項１～５のいずれか記載の撮像装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項１記載の本発明によれば、撮像装置は、被写体を照射するＬＥＤ光源と、
　被写体を撮影する撮影レンズと、上記撮影レンズを介して得られた上記被写体の像信号
を撮像する撮像手段と、上記撮像手段によって得られた画像を表示する画像表示手段と、
上記撮像手段によって得られた像信号の画像のうち、上記ＬＥＤ光源によって照射された
被写体のうち照射の効果がない部分を除く像信号の画像、または、上記撮影レンズ周辺部
による性能の落ちた部分を除く像信号の画像を囲む枠を上記撮像手段によって得られた像
信号の画像に合成して上記画像表示手段に表示する表示制御手段とを有して構成されてい
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項２記載の本発明によれば、撮像装置は、被写体を撮影する撮影レンズと、上記撮
影レンズを介して得られた上記被写体の像信号を撮像する撮像手段と、上記撮像手段によ
って得られた像信号を表示する画像表示手段と、上記撮像手段によって得られた像信号の
うち、上記撮影レンズの周辺部を介して得られる像信号を囲む枠を上記撮像手段によって
得られた像信号に合成して上記画像表示手段に表示する表示制御手段とを有して構成され
ている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項３記載の本発明によれば、撮像装置は、被写体を撮影する撮影レンズと、上記撮
影レンズを介して得られた上記被写体の像信号を撮像する撮像手段と、撮像手段によって
得られた像信号を表示する画像表示手段と、上記撮像手段によって得られた像信号と、上
記撮影レンズの周辺部を介して得られる像信号を囲む枠内の像信号とを上記画像表示手段
に併せてマルチ表示する表示制御手段とを有して構成されている。
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項４記載の本発明によれば、撮像装置は被写体を照射するＬＥＤ光源をさらに有し
、ＬＥＤ光源によって枠内の像信号に対応する被写体部分を照射している。
　請求項５記載の本発明によれば、上記撮影レンズの周辺部を介して得られる像信号が、
上記撮像レンズの収差、上記撮影レンズの周辺光量落ち、ＬＥＤ光源からの照射の不均一
性のいずれかの影響を受けたものとなっている。
　請求項６記載の本発明によれば、撮像装置は像信号が画像処理されて記録される記録手
段をさらに有し、枠内における上記撮像素子の隣接した画素どうしを加算して得た像信号
が上記記録手段に記録されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項１記載の本発明では、画像表示手段の画面内に枠を合成して表示しており、この
枠内の画像を撮影すれば、背景など余計なものを含まず、明るさが略均一で歪みのない撮
影画像が得られる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項２記載の本発明では、画像表示手段の画面内に枠を合成して表示しており、この
枠内の画像を撮影すれば、背景など余計なものを含まず、歪みのない撮影画像が得られる
。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項３記載の本発明では、撮影しようとしている画像と枠との関係を容易に確認、判
断でき、枠内の画像を撮影すれば、背景など余計なものを含まず、歪みのない撮影画像が
得られる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項４記載の本発明では、ＬＥＤ光源を点灯することによって撮影結果を事前に予測
できるとともに、明るさの略同一の中央部のみを撮影できる。また、被写体の一部が反射
で光る現象を防止しながら撮影が行える。
　請求項５記載の本発明では、枠はトリミング枠として機能し、枠内の画像を撮影するこ
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とにより、撮影後のトリミングが不要となる。
　請求項６記載の本発明では、隣接した画素どうしを加算しているため、画素数が減少し
て処理が迅速に行え、感度のよい画像が得られる。また、同色の画素信号を加算すれば、
Ｓ／Ｎ比を改善できる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　もし、図２（Ａ）の傾斜した画面か、図２（Ｂ）の歪んだ画面かいずれかしか選択の余
地がなければ、ユーザーはストレスを感じることとなる。
そのため、実施例では、図２（Ｃ）のように、画面中心近くの収差の影響を受けない場所
に、傾きを生じないような枠（トリミング枠）３２ｂを設定し、この枠内の限定された画
像のみを取り出し可能としている。画面内のレンズの収差の影響を受けない範囲で枠３２
ｂを可変とすることにより、レコードジャケット（被写体）４０の置かれた机４１まで撮
影する必要がなくなり、メモリが節約され、後工程でのトリミング工程が省略される。枠
３２ｂを利用すれば、図３（Ｂ）に示すように、正しい関係のレコードジャケット４０の
画像がパソコンのモニタ４２ａに表示される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　図５は、ズームレンズを含む断面で切断した撮像装置としてのデジタルカメラの横断面
であり、画角とＬＥＤ光源の放射範囲との関係図を示し、図６、図７（Ａ）（Ｂ）は、本
発明の別実施例（実施例２）における机上でのレコードジャケットの撮影シミュレーショ
ンの模式図を示す。
　ストロボ３８のストロボ光は、撮影時に瞬間的に発光するにすぎず、どのような画像が
得られるかを判断し難い。そのため、実施例２においては、被写体４０に光を投射するＬ
ＥＤ（発光ダイオード）の光源（ＬＥＤ光源）３８’がストロボ３８とともにデジタルカ
メラ１０に設けられ、ＬＥＤ光源の下での撮影を可能としている。ＬＥＤ光源３８’の光
は、ストロボ３８のように一瞬光るだけでなく、常時点灯できるため、撮影結果を事前に
予測できる。また、被写体４０の一部が反射で光る現象を防止しながら撮影を楽しむこと
ができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　ストロボ３８の強力な発光とは異なり、ＬＥＤ光源３８’の光は弱く、集光しないと十
分な明るさを得ることができず、その放射範囲は撮影レンズとしてのズームレンズ１２の
画角閘より狭い範囲となる。しかし、図６のように、レコードジャケット４０などの撮影
においては、レコードジャケットの背景まで光を届かせる必要はなく、レコードジャケッ
トを含む所定の範囲だけが照射すればよい。つまり、ブログモードであれば、ＬＥＤ光源
３８’の光でも支障なく、ＬＥＤ光源が有効に利用できる。
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